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規 則

栃 木 県 規 則 第 二 号

　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 三 月 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 則

　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 総 合 研 究 所 」 を 「 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 」 に

改 め る 。

　 別 表 第 一 四 塩 化 炭 素 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

ク ロ ロ エ

チ レ ン

（ 別 名 塩

化 ビ ニ ル

又 は 塩 化

ビ ニ ル モ

ノ マ ー ）

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二

ミ リ グ ラ ム 以 下

地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 平 成 九 年 環 境

庁 告 示 第 十 号 ） 付 表 に 掲 げ る 方 法

　 別 表 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。

一 ・ 四 ―

ジ オ キ サ

ン

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 五 ミ

リ グ ラ ム 以 下

昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 七 に 掲 げ る 方 法

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 改 正 後 の 別 表 第 一 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 以 後 に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に 採 取

さ れ た 土 砂 等 （ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 栃

木 県 条 例 第 三 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 土 砂 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 水 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前

に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に 採 取 さ れ た 土 砂 等 又 は 水 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 廃 棄 物 対 策 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 三 号

　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 三 月 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 中
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　 　 を
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栃 木 県 規 則 第 二 号

　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 三 月 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 則

　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 総 合 研 究 所 」 を 「 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 」 に

改 め る 。

　 別 表 第 一 四 塩 化 炭 素 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

ク ロ ロ エ

チ レ ン

（ 別 名 塩

化 ビ ニ ル

又 は 塩 化

ビ ニ ル モ

ノ マ ー ）

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二

ミ リ グ ラ ム 以 下

地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 平 成 九 年 環 境

庁 告 示 第 十 号 ） 付 表 に 掲 げ る 方 法

　 別 表 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。

一 ・ 四 ―

ジ オ キ サ

ン

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 五 ミ

リ グ ラ ム 以 下

昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 七 に 掲 げ る 方 法

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 改 正 後 の 別 表 第 一 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 以 後 に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に 採 取

さ れ た 土 砂 等 （ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 栃

木 県 条 例 第 三 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 土 砂 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 水 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前

に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に 採 取 さ れ た 土 砂 等 又 は 水 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 廃 棄 物 対 策 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 三 号

　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 三 月 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 中

表 示 面 積

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
ワンポイント
マーク（１平
方メートル以
内）を表示す
る場合にあっ
ては２平方
メートル以内
とする。

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては１平
方メートル以
内

広告物にあっ
ては有効壁面
（前面道路に
面する壁面を
いう。以下同
じ。）につき
10平方メート
ル以内。ワン
ポイントマー
クにあって
は、１平方
メートル以内

広告物にあっ
ては有効壁面
につき20平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては、３
平方メートル
以内

広告物にあっ
ては有効壁面
につき20平方
メートル以
内。ただし、
商工業地域等
にあっては有
効壁面の面積
の10分の１の
面積（当該10
分の１の面積
が20平方メー
トル未満のと
きは、20平方
メートル）以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては、３
平方メートル
以内

表 示 面 積

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内。ただ
し、ワンポ
イントマー
クを表示す
る 場 合 に
あっては、
建築物につ
き ２ 平 方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面（前面
道路に面す
る壁面をい
う。以下同
じ。）当た
  り 1 0 平 方
メートル以
内 。 た だ
し、１建築
壁面につき
10平方メー
トル以内と
する。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内

１　商工業地
域等以外の
区域におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　商工業地
域等におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面の面積
の10分の１
の面積（当
該10分の１
の面積が20
平方メート
ルに有効壁
面の数を乗
じて得た面
積未満のと
きは、20平
方メートル
に有効壁面
の数を乗じ
て 得 た 面
積）以内。
ただし、１
建築壁面に
つき当該建
築壁面の面
積の10分の
１ の 面 積
（当該10分
の １ の 面
積が20平方
メートル未
満 の と き
は、20平方
メートル）
以 内 と す
る。
３　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
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に 、表 示 面 積

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内。ただ
し、ワンポ
イントマー
クを表示す
る 場 合 に
あっては、
建築物につ
き ２ 平 方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面（前面
道路に面す
る壁面をい
う。以下同
じ。）当た
  り 1 0 平 方
メートル以
内 。 た だ
し、１建築
壁面につき
10平方メー
トル以内と
する。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内

１　商工業地
域等以外の
区域におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　商工業地
域等におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面の面積
の10分の１
の面積（当
該10分の１
の面積が20
平方メート
ルに有効壁
面の数を乗
じて得た面
積未満のと
きは、20平
方メートル
に有効壁面
の数を乗じ
て 得 た 面
積）以内。
ただし、１
建築壁面に
つき当該建
築壁面の面
積の10分の
１ の 面 積
（当該10分
の １ の 面
積が20平方
メートル未
満 の と き
は、20平方
メートル）
以 内 と す
る。
３　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
「

　 　

を

　  」
「

　 　 に 改 め る 。

　  」

　 別 表 第 二 中

「

表 示 面 積

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内。ただ
し、ワンポ
イントマー
クを表示す
る 場 合 に
あっては、
建築物につ
き ２ 平 方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面（前面
道路に面す
る壁面をい
う。以下同
じ 。 ） 当
たり10平方
メートル以
内 。 た だ
し、１建築
壁面につき
10平方メー
トル以内と
する。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内

１　商工業地
域等以外の
区域におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
20平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき20平方
メートル以
内とする。
２　商工業地
域等におけ
る 広 告 物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面の面積
の10分の１
の面積（当
該10分の１
の面積が20
平方メート
ルに有効壁
面の数を乗
じて得た面
積未満のと
きは、20平
方メートル
に有効壁面
の数を乗じ
て 得 た 面
積）以内。
ただし、１
建築壁面に
つき当該建
築壁面の面
積の10分の
１ の 面 積
（当該10分
の １ の 面
積が20平方
メートル未
満 の と き
は、20平方
メートル）
以 内 と す
る。
３　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内

基 数

１　広告物に
あっては有
効壁面につ
き１基
２　ワンポイ
ントマーク
にあっては
有効壁面に
つき１基

１　広告物に
あっては有
効壁面につ
き１基
２　ワンポイ
ントマーク
にあっては
有効壁面に
つき１基

ワンポイント
マークにあっ
ては有効壁面
につき１基

ワンポイント
マークにあっ
ては有効壁面
につき１基

ワンポイント
マークにあっ
ては有効壁面
につき１基

基 数

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

ワンポイント
マークにあっ
ては、１建築
壁面につき１
基

ワンポイント
マークにあっ
ては、１建築
壁面につき１
基

ワンポイント
マークにあっ
ては、１建築
壁面につき１
基

表 示 面 積

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
ワンポイント
マーク（１平
方メートル以
内）を表示す
る場合にあっ
ては２平方
メートル以内
とする。

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては１平
方メートル以
内

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては１平
方メートル以
内

広告物にあっ
ては有効壁面
につき１基か
つ５平方メー
トル以内。ワ
ンポイント
マークにあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
それらの合計
は10平方メー
トル以内とす
る。

広告物にあっ
ては有効壁面
につき１基か
つ５平方メー
トル以内。ワ
ンポイント
マークにあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
それらの合計
は10平方メー
トル以内とす
る。



（171）栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

表 示 面 積

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
ワンポイント
マーク（１平
方メートル以
内）を表示す
る場合にあっ
ては２平方
メートル以内
とする。

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては１平
方メートル以
内

広告物にあっ
ては３平方
メートル以
内。ワンポイ
ントマークに
あっては１平
方メートル以
内

広告物にあっ
ては有効壁面
につき１基か
つ５平方メー
トル以内。ワ
ンポイント
マークにあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
それらの合計
は10平方メー
トル以内とす
る。

広告物にあっ
ては有効壁面
につき１基か
つ５平方メー
トル以内。ワ
ンポイント
マークにあっ
ては３平方
メートル以
内。ただし、
それらの合計
は10平方メー
トル以内とす
る。

表 示 面 積

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内。ただ
し、ワンポ
イントマー
クを表示す
る 場 合 に
あっては、
建築物につ
き ２ 平 方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき１平
方メートル
以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
５平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき５平方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
３　１及び２
の合計は、
10平方メー
トル以内

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、建築物
につき有効
壁面当たり
５平方メー
トル以内。
ただし、１
建築壁面に
つき５平方
メートル以
内とする。
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、建築物
につき３平
方メートル
以内
３　１及び２
の合計は、
10平方メー
トル以内

基 数

１　広告物に
あっては有
効壁面につ
き１基
２　ワンポイ
ントマーク
にあっては
有効壁面に
つき１基

１　広告物に
あっては有
効壁面につ
き１基
２　ワンポイ
ントマーク
にあっては
有効壁面に
つき１基

１　広告物に
あっては有
効壁面につ
き１基
２　ワンポイ
ントマーク
にあっては
有効壁面に
つき１基

ワンポイント
マークにあっ
ては有効壁面
につき１基

ワンポイント
マークにあっ
ては有効壁面
につき１基
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「

　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　───────────────────────────────────────────────

告 示
栃木県告示第100号
　次の軽油引取税免税証は、平成29年２月16日から無効とした。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免 税 証
の 種 類

免 税
用 途

免税証の記
号及び番号

枚数
有 効
期 間

免 税 証 に 記 載
さ れ た 販 売 業
者 の 住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た
県 税 事 務 所 名

無効の
事 由

200㍑券 農 業 A0710138258 １枚
H29.１.１

～
H29.12.31

宇都宮市
㈱ＪＡエルサポート

栃木県
宇都宮県税事務所

紛 失

100㍑券 農 業 A0610064495 １枚
H29.１.１

～
H29.12.31

宇都宮市
㈱ＪＡエルサポート

栃木県
宇都宮県税事務所

紛 失

（税務課）　
───────────────────────────────────────────────　
栃木県告示第101号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の24の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

基 数

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

１　広告物
（ワンポイ
ントマーク
を除く。）
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基
２　ワンポイ
ントマーク
に あ っ て
は、１建築
壁面につき
１基

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 栃 木 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 十 四 号 ） 第 五 条 、 第 八 条 第

四 項 若 し く は 第 六 項 又 は 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 許 可 の 申 請 を し た 者 の 当 該 申 請 に 係 る 許 可 の 基 準 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 都 市 計 画 課 ） 　
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事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950100420 星空キッズジム
宇都宮

宇都宮市宝木
町１-46-６清
雲荘１階Ａ

株式会社オリオ
ンスポーツクラ
ブ

宇都宮市御幸
町294-２

平成29年
３月１日

児童発達支援

0950300178 くすのき事業所 栃木市都賀町
富張258-６

特定非営利活動
法人ハートフル
ふきあげ

栃木市都賀町
富張255-１

平成29年
３月１日

放課後等デイ
サービス

0950500116 クルーキッズ鹿
沼２ｎｄ

鹿沼市貝島町
581-１

合同会社Crew 宇都宮市越戸
１-３-30

平成29年
３月１日

放課後等デイ
サービス

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第102号
　農業災害補償法（昭和22年法律第185号）第16条第１項ただし書の規定により、同法第15条第１項第１号の
農作物に係る業務の規模の基準を次のとおり定め、平成29年４月３日から適用する。
　なお、農業災害補償法による業務規模の基準（昭和39年栃木県告示第85号）は、平成29年４月２日限り、廃
止する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 分 業務の規模の当然加入基準 地 域

水 稲 30アール 県内全域

陸 稲 30アール 県内全域

麦 30アール 県内全域

（経済流通課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第103号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和51年栃木県告示第121号日光都市計画
下水道事業日光公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項
の規定により告示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
日光市

２　都市計画事業の種類及び名称
日光都市計画下水道事業日光公共下水道

３　事業施行期間
昭和51年２月６日～平成36年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
なし

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第104号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和52年栃木県告示第522号日光都市計画
下水道事業今市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項
の規定により告示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
日光市

２　都市計画事業の種類及び名称
日光都市計画下水道事業今市公共下水道

３　事業施行期間
昭和52年６月10日～平成36年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
なし

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第105号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和53年栃木県告示第108号日光都市計画
下水道事業藤原公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項
の規定により告示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
日光市

２　都市計画事業の種類及び名称
日光都市計画下水道事業藤原公共下水道

３　事業施行期間
昭和53年12月19日～平成36年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成29年４月10日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
茂木ショッピングセンター　もぴあ
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芳賀郡茂木町大字茂木179番地１外
２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

茂　木　町 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成29年
４月10日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
茂木ショッピングセンター　もぴあ
芳賀郡茂木町大字茂木179番地１外

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○平成28年度後期技能検定試験の合格者
　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条第１項の規定に基づき実施した平成28年度後期技能検定
試験の合格者は、次のとおりである。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　特級（27名）

級別 職種名 受検番号

特級 金属熱処理 B0004

特級 機械加工 A甲0015

特級 機械加工 B0002

特級 機械加工 B0016

特級 機械加工 B0017

特級 めっき A甲0001

特級 仕上げ B0007

特級 仕上げ B0012

特級 機械検査 A甲0003

特級 機械検査 B0001

特級 機械検査 B0003

特級 機械検査 B0004

特級 機械検査 C0001

特級 ダイカスト B0001
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特級 電子機器組立て A甲0001

特級 電子機器組立て B0001

特級 電気機器組立て B0001

特級 光学機器製造 A甲0001

特級 内燃機関組立て B0001

特級 建設機械整備 A甲0002

特級 建設機械整備 B0001

特級 建設機械整備 B0008

特級 建設機械整備 B0010

特級 プラスチック成形 B0006

特級 プラスチック成形 B0008

特級 プラスチック成形 B0010

特級 プラスチック成形 B0011

　１級（203名）

級別 職種名 作業名 受検番号

１級 さく井 パーカッション式さく井工事作業 A甲0001

１級 さく井 パーカッション式さく井工事作業 C0001

１級 さく井 パーカッション式さく井工事作業 C0002

１級 さく井 ロータリー式さく井工事作業 C0001

１級 鍛造 プレス型鍛造作業 A甲0001

１級 鍛造 プレス型鍛造作業 A甲0002

１級 鍛造 プレス型鍛造作業 B0001

１級 工場板金 機械板金作業 A甲0003

１級 工場板金 機械板金作業 A甲0004

１級 工場板金 機械板金作業 C0001

１級 工場板金 機械板金作業 C0002

１級 工場板金 機械板金作業 C0003

１級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 A甲0001

１級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 A甲0002

１級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 A甲0004

１級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0001

１級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0002
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１級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0003

１級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0004

１級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 A甲0002

１級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 A甲0005

１級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 C0001

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0001

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0002

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0012

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0013

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0014

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0017

１級 機械検査 機械検査作業 A甲0023

１級 機械検査 機械検査作業 B0001

１級 機械検査 機械検査作業 B0002

１級 機械検査 機械検査作業 B0003

１級 機械検査 機械検査作業 B0004

１級 機械検査 機械検査作業 C0001

１級 機械検査 機械検査作業 C0002

１級 機械検査 機械検査作業 C0004

１級 機械検査 機械検査作業 C0005

１級 機械検査 機械検査作業 C0009

１級 機械検査 機械検査作業 C0010

１級 機械検査 機械検査作業 C0014

１級 機械検査 機械検査作業 C0015

１級 機械検査 機械検査作業 C0018

１級 機械検査 機械検査作業 C0019

１級 機械検査 機械検査作業 C0020

１級 機械検査 機械検査作業 C0021

１級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0001

１級 電気機器組立て シーケンス制御作業 C0001

１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0003

１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0004

１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0006
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１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0008

１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0009

１級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 B0001

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0002

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0003

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0004

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0005

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0007

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0009

１級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0012

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0001

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0002

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0004

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0007

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0008

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0012

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0013

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0014

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0017

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0018

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0025

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0026

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0028

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0031

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0032

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0034

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0037

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0038

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0039

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0041



（179）栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0044

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0045

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0046

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0047

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0048

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0001

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0002

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0004

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0006

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0008

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0011

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0012

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 B0013

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0001

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0003

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0004

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0005

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0006

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0007

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0009

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0010

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0011

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0013

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0014

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0015

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0017

１級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0021

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0001

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0002

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0003
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１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0006

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0007

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0008

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0009

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0010

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0011

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0013

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0015

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0016

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0017

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 B0001

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 B0003

１級 農業機械整備 農業機械整備作業 C0001

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0001

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0002

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0004

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0005

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0006

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0007

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0008

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0010

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0011

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 B0001

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 B0002

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 B0004

１級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 C0001

１級 プラスチック成形 射出成形作業 D0001

１級 石材施工 石材加工作業 A甲0001

１級 石材施工 石材加工作業 C0001

１級 菓子製造 和菓子製造作業 B0001



（181）栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

１級 建築大工 大工工事作業 C0003

１級 建築大工 大工工事作業 C0005

１級 建築大工 大工工事作業 C0007

１級 建築大工 大工工事作業 C0008

１級 配管 建築配管作業 A甲0002

１級 配管 建築配管作業 A甲0003

１級 配管 建築配管作業 A甲0004

１級 配管 建築配管作業 A甲0005

１級 配管 建築配管作業 A甲0006

１級 配管 建築配管作業 A甲0009

１級 配管 建築配管作業 A甲0010

１級 配管 建築配管作業 A甲0011

１級 配管 建築配管作業 A甲0014

１級 配管 建築配管作業 A甲0016

１級 配管 建築配管作業 B0001

１級 配管 建築配管作業 C0007

１級 配管 建築配管作業 C0009

１級 型枠施工 型枠工事作業 A甲0004

１級 型枠施工 型枠工事作業 A甲0013

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 A甲0001

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 A甲0003

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 A甲0005

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 A甲0006

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 A甲0010

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0002

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0003

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0004

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0005

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0006

１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0007
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１級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0008

１級 防水施工 塩化ビニル系シート防水工事作業 A甲0001

１級 防水施工 塩化ビニル系シート防水工事作業 B0001

１級 防水施工 塩化ビニル系シート防水工事作業 C0001

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0001

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0002

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0003

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0004

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0007

１級 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業 A甲0008

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0001

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0005

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0006

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0007

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0009

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0012

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0002

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0003

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0005

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0008

１級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 D0001

１級 金属材料試験 組織試験作業 A甲0002

１級 金属材料試験 組織試験作業 A甲0004

１級 金属材料試験 組織試験作業 C0001

１級 金属材料試験 組織試験作業 C0002

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0001

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0002

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0003

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0004

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0006

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0007

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0008

１級 塗装 鋼橋塗装作業 C0009
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　単一等級（３名）

級別 職種名 作業名 受検番号

単一等級 樹脂接着剤注入施工 樹脂接着剤注入工事作業 A甲0001

単一等級 樹脂接着剤注入施工 樹脂接着剤注入工事作業 A甲0002

単一等級 樹脂接着剤注入施工 樹脂接着剤注入工事作業 B0002

　２級（200名）

級別 職種名 作業名 受検番号

２級 工場板金 機械板金作業 A甲0001

２級 工場板金 機械板金作業 A甲0004

２級 工場板金 機械板金作業 A甲0006

２級 工場板金 機械板金作業 A甲0007

２級 工場板金 機械板金作業 A甲0008

２級 工場板金 機械板金作業 B0003

２級 工場板金 機械板金作業 C0001

２級 工場板金 機械板金作業 C0002

２級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 A甲0001

２級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 A甲0004

２級 工場板金 数値制御タレットパンチプレス板金作業 C0001

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0001

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0002

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0005

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0006

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0008

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0009

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 A甲0010

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 B0001

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0001

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0002

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0004

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0005

２級 金属ばね製造 線ばね製造作業 C0006

２級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 A甲0001

２級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 A甲0003



（184） 栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

２級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 B0001

２級 金属ばね製造 薄板ばね製造作業 C0002

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0001

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0003

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0008

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0012

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0015

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0022

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0025

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0026

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0028

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0031

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0039

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0040

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0048

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0050

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0051

２級 機械検査 機械検査作業 A甲0052

２級 機械検査 機械検査作業 B0001

２級 機械検査 機械検査作業 B0007

２級 機械検査 機械検査作業 C0001

２級 機械検査 機械検査作業 C0002

２級 機械検査 機械検査作業 C0003

２級 機械検査 機械検査作業 C0004

２級 機械検査 機械検査作業 C0006

２級 機械検査 機械検査作業 C0008

２級 機械検査 機械検査作業 C0012

２級 機械検査 機械検査作業 C0013

２級 機械検査 機械検査作業 C0014

２級 機械検査 機械検査作業 C0022

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0002

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0003

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0004
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２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0005

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0006

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0008

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0009

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0010

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0012

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0017

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0021

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0022

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0023

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 C0001

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 C0003

２級 電気機器組立て シーケンス制御作業 C0004

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0001

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0003

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0004

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 A甲0005

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 B0006

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0001

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0003

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0004

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0005

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0006

２級 内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て作業 C0007

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0001

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0004

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0005

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0008

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0009

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 A甲0010

２級 空気圧装置組立て 空気圧装置組立て作業 C0002

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0007

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0008
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２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0009

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0013

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0014

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 A甲0016

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0001

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0004

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0008

２級 油圧装置調整 油圧装置調整作業 C0011

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0002

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0003

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0004

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0007

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0008

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0009

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0010

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0011

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0012

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0013

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0018

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0019

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0023

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0026

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0028

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0029

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0030

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0031

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0035

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0036

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 A甲0037

２級 農業機械整備 農業機械整備作業 B0001
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２級 農業機械整備 農業機械整備作業 B0003

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0001

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0003

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0004

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0008

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 A甲0011

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0001

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0002

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0003

２級 菓子製造 洋菓子製造作業 B0001

２級 建築大工 大工工事作業 A甲0007

２級 建築大工 大工工事作業 A甲0008

２級 建築大工 大工工事作業 A甲0009

２級 建築大工 大工工事作業 A甲0014

２級 建築大工 大工工事作業 C0001

２級 かわらぶき かわらぶき作業 A甲0001

２級 かわらぶき かわらぶき作業 C0001

２級 配管 建築配管作業 A甲0001

２級 配管 建築配管作業 A甲0002

２級 配管 建築配管作業 A甲0003

２級 配管 建築配管作業 A甲0004

２級 配管 建築配管作業 A甲0006

２級 配管 建築配管作業 B0002

２級 配管 建築配管作業 B0003

２級 配管 建築配管作業 B0004

２級 配管 建築配管作業 B0005

２級 配管 建築配管作業 C0001

２級 配管 建築配管作業 D0001

２級 配管 建築配管作業 D0002

２級 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 C0001



（188） 栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

２級 コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 A甲0001

２級 コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 A甲0002

２級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0002

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0001

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0002

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0007

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0015

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0016

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0019

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0020

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0026

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0028

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0029

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0030

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 A甲0031

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 B0001

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0001

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0002

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0004

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0005

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0006

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0007

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0008

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0009

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0011

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0012

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0013

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0014

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0017

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0018

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0021

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0025
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２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0027

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0028

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0029

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0030

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0031

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0032

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0035

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0039

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0041

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0042

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0043

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 D0001

２級 金属材料試験 組織試験作業 A甲0003

２級 金属材料試験 組織試験作業 B0001

２級 金属材料試験 組織試験作業 B0005

２級 塗装 鋼橋塗装作業 A甲0001

　３級（390名）

級別 職種名 作業名 受検番号

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0001

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0003

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0004

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0007

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0008

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0009

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0010

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0011

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0012

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0013

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0014

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0015

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0017

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0018

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0019

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0020
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３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0021

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0022

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0025

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0026

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0029

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0031

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0032

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0001

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0002

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0003

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0005

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0007

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0008

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0009

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0010

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 D0001

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0001

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0002

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0003

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0004

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0005

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0006

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0007

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0009

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0010

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0011

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0012

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0013

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0014

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0016

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0018

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0019

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0020

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0021

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0022

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0023
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0024

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0025

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0026

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0027

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0028

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0029

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0030

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0031

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0032

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0035

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0036

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0037

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0038

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0039

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0040

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0041

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0042

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0043

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0044

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0045

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0046

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0047

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0048

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0050

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0051

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0052

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0053

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0054

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0055

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0056

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0057

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0058

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0060

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0061

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0063

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0064
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0065

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0066

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0067

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0068

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0069

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0070

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0071

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0072

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0073

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0074

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0075

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0076

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0078

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0079

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0080

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0081

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0082

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0083

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0084

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0085

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0086

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0087

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0088

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0089

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0090

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0091

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0092

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0093

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0094

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0095

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0096

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0097

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0098

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0099

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0100

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0101
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0103

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0104

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0105

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0106

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0107

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0109

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0110

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0111

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0112

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0113

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0114

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0115

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0117

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0118

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0119

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0120

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0121

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0122

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0123

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0124

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0125

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0126

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0127

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0128

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0129

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0130

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0131

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0132

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0133

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0134

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0135

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0136

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0137

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0138

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0139

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0140
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0141

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0142

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0143

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0144

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0145

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0146

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0147

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0148

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0149

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0150

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0151

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0152

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0153

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0154

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0155

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0156

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0157

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0158

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0159

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0160

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0161

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0162

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0164

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0166

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0167

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0168

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0169

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0170

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0171

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0172

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0173

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0174

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0175

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0176

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0178

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0179
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0181

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0182

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0183

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0184

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0185

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0186

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0188

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0189

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0190

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0191

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0192

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0193

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0194

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0195

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0199

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0200

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0201

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0202

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0203

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0204

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0205

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0207

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0208

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0209

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0210

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0211

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0213

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0214

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0215

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0216

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0217

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0218

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0219

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0220

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0222

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0223
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３級 機械検査 機械検査作業 A甲0224

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0225

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0226

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0227

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0228

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0229

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0230

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0231

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0232

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0233

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0234

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0235

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0236

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0237

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0238

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0239

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0240

３級 機械検査 機械検査作業 A甲0241

３級 機械検査 機械検査作業 B0001

３級 機械検査 機械検査作業 B0002

３級 機械検査 機械検査作業 C0001

３級 機械検査 機械検査作業 C0002

３級 機械検査 機械検査作業 C0003

３級 機械検査 機械検査作業 C0004

３級 機械検査 機械検査作業 C0005

３級 機械検査 機械検査作業 C0006

３級 機械検査 機械検査作業 C0007

３級 機械検査 機械検査作業 C0008

３級 機械検査 機械検査作業 D0001

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0001

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0002

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0004

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0005

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0010

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0016

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0002



（197）栃 木 県 公 報 第2866号平成29年３月10日　金曜日

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0001

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0002

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0003

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0004

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0006

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0007

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0009

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0010

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0012

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0013

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0014

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0015

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0016

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0017

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0018

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0019

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0020

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0021

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0022

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0023

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0024

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0025

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0026

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0027

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0029

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0030

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0033

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0037

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0042

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0043

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0044

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0052

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0054

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0055

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0057

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0059
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３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0060

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0061

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0062

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0063

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0064

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0065

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0066

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0067

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0068

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0069

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0070

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 A甲0071

３級 電気機器組立て シーケンス制御作業 C0002

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0001

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0002

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0003

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0004

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0006

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0007

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0009

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0010

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0011

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0012

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0013

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0015

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0016

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0018

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0020

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0022

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0023

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0024

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0025

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0026

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0028

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0029

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0031
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３級 建築大工 大工工事作業 A甲0033

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0034

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0035

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0036

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0037

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0038

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0039

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0040

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0041

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0042

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0043

３級 建築大工 大工工事作業 A甲0045

３級 建築大工 大工工事作業 B0001

３級 建築大工 大工工事作業 C0001

３級 建築大工 大工工事作業 C0002

３級 建築大工 大工工事作業 C0003

３級 建築大工 大工工事作業 C0004

３級 配管 建築配管作業 A甲0001

３級 配管 建築配管作業 A甲0002

３級 配管 建築配管作業 A甲0003

３級 配管 建築配管作業 A甲0005

３級 配管 建築配管作業 A甲0006

３級 配管 建築配管作業 A甲0007

３級 配管 建築配管作業 A甲0008

３級 配管 建築配管作業 A甲0009

３級 配管 建築配管作業 A甲0010

３級 配管 建築配管作業 A甲0011

３級 配管 建築配管作業 A甲0012

３級 配管 建築配管作業 A甲0013

３級 配管 建築配管作業 A甲0014

３級 配管 建築配管作業 A甲0016

３級 配管 建築配管作業 A甲0017

３級 配管 建築配管作業 A甲0018

３級 配管 建築配管作業 A甲0019

３級 配管 建築配管作業 A甲0020

３級 配管 建築配管作業 A甲0021
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３級 配管 建築配管作業 A甲0022

３級 配管 建築配管作業 A甲0023

３級 配管 建築配管作業 A甲0024

３級 配管 建築配管作業 C0001

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0001

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0002

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0003

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0004

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0005

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0006

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0008

３級 テクニカルイラストレー
ション

テクニカルイラストレーション手書き作業 A甲0009

３級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 C0001

３級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 D0001

（労働政策課）　
───────────────────────────────────────────────　
　　　○ふ化業者の登録
　養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第７条第１項の規定に基づき次のとおりふ化業者の登録をしたので、同
条第４項の規定により公示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登 録 番 号 登 録 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 ふ化場の名称及びその所在地

北28-１ 平成29年２月27日 有限会社高橋孵卵場
那須烏山市谷浅見1265番地

有限会社高橋孵卵場
那須烏山市谷浅見1265番地

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、小山市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（公共基準点標高補正）
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２　作業地域
小山市

３　作業期間
平成29年２月27日から同年５月12日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定に
より平成29年２月28日に変更した、宇都宮都市計画地区計画（グリーンアベニュー針ヶ谷地区計画）の関係図
書の写しを同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課
において縦覧に供する。
　　平成29年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────　

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成29年３月10日

とちぎリハビリテーションセンター所長　　星　　野　　雄　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　とちぎリハビリテーションセンター給食業務
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
⑷　履行場所　とちぎリハビリテーションセンター
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「その他のサービス」の入札参加資格
を有するものと決定された者であること。
⑶　平成29年３月24日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け計
第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の10の基準を満たしていることを証明した者である
こと。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8503　栃木県宇都宮市駒生町3337-１
とちぎリハビリテーションセンター　管理部財務課　電話028-623-6112

⑵　入札及び開札の日時及び場所
平成29年３月24日午前11時　とちぎリハビリテーションセンター３階大会議室

⑶　その他
ア　入札説明書の交付期間及び交付場所
　平成29年３月10日から同月23日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
イ　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
ウ　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるもの
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とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　入札の変更等　平成29年度栃木県一般会計予算及び平成29年度栃木県病院事業会計予算が原案どおり
成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うことがある。
イ　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、平成29年３月23日午前10時までに、２の
⑷に該当することを証する書面及び別途入札説明書で指示する書面を提出しなければならない。
ウ　その他　詳細は、入札説明書による。

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────


